
最高裁秘書第5260号

令和元年11月8日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

蕊最高裁判所事務総長中村

司法行政文書開示通知書

10月15日付け（同月16日受付，第014349号）で申出のありました司

法行政文書の開示について， 下記のとおり開示することとしましたので通知します。

記

開示する司法行政文書の名称等

（別紙第7）起訴状概要の翻訳料の算定表（片面で4枚）

開示の実施方法

1

2

写しの送付

担当課秘書課（文書室）電話03 （3264） 5652 （直通）



(別紙第7）

起訴状概要の翻訳料の算定表

1 英語中国語，韓国・朝鮮語， スペイン語，ペルシャ語， タイ語フイリピノ

（タガログ）語及びウルドウー語の事件

（1）次に掲げる各事件（外国語による翻訳文例が用意されている事件）について

は，翻訳1件当たり2, OOO円

ア有印公文書偽造事件

イ公正証書原本不実記載・同行使事件

ウ有価証券変造・変造有価証券交付事件

エ強姦（致傷）事件

オ殺人事件

力傷害事件

キ業務上過失傷害事件

ク窃盗事件

ケ住居侵入・窃盗事件

．強盗（致傷）事件

サ詐欺（クレジットカード不正利用）事件

シ出入国管理及び難民認定法違反（不法入国）事件

ス出入国管理及び難民認定法違反（無証印上陸）事件

セ出入国管理及び難民認定法違反（不法残留）事件

ソ出入国管理及び難民認定法違反（寄港地上陸許可等ソ出入国管理及び難民認定法違反（寄港地上陸許可等

ダ

の期間の経過）事件

タ出入国管理及び難民認定法違反（不法就労助長）事件

チ外国人登録法違反（登録不申請）事件

ツ麻薬及び向精神薬取締法違反，あへん法違反，大麻取締法違反並びに覚せ

い斉ﾘ取締法違反の各事件のうち, これらの薬物を輸入した事件

テ関税法違反（禁制品（薬物）輸入）

ト麻薬及び向精神薬取締法違反， あへん法違反，大麻取締法違反並びに覚せ



い剤取締法違反の各事件のうち， これらの薬物を所持した事件

ナ麻薬及び向精神薬取締法違反，あへん法違反，大麻取締法違反並びに覚せ

い剤取締法違反の各事件のうち， これらの薬物を譲渡した事件

二麻薬及び向精神薬取締法違反， あへん法違反，大麻取締法違反並びに覚せ

い剤取締法違反の各事件のうち， これらの薬物を譲り受けた事件

ヌ麻薬及び向精神薬取締法違反，あへん法違反，大麻取締法違反並びに覚せ

い剤取締法違反の各事件のうち， これらの薬物を使用した事件

ネ売春防止法違反（勧誘）事件

ノ売春防止法違反(客待ち）事件

ハ出入国管理及び難民認定法違反（不法在留（不法入国後） ）事件

上 出入国管理及び難民認定法違反（不法在留（不法上陸後） ）事件

フ支払用カード電磁的記録不正作出事件

へ不正作出支払用カード電磁的記録供用･詐欺事件

ホ不正電磁的記録カーF譲渡し事件

マ不正電磁的記録カード所持事件

ミ 支払用カーF電磁的記録情報取得事件

（2） (1)以外の事件については，翻訳1件当たり3, 000円

2ベンガル語，ベトナム語ミャンマー語， シンハラ語，ポルトガル語及びロシ

ア語の事件

（1）次に掲げる各事件（外国語による翻訳文例が用意されている事件）について

は，翻訳1件当たり2, OOO円

ア有印公文書偽造事件

イ公正証書原本不実記載・同行使事件

ウ有価証券変造・変造有価証券交付事件

工強姦（致傷）事件

オ殺人事件

力傷害事件



キ業務上過失傷害事件

ク窃盗事件

ケ住居侵入・窃盗事件

．強盗（致傷）事件

サ詐欺（クレジットカー隙不正利用）事件 ，

シ出入国管理及び難民認定法違反（不法入国）事件

ス出入国管理及び難民認定法違反（不法残留）事件

セ外国人登録法違反（登録不申請）事件

ソ麻薬及び向精神薬取締法違反， あへん法違反，大麻取締法違反並びに覚せ

い剤取締法違反の各事件のうち， これらの薬物を所持した事件

夕麻薬及び向精神薬取締法違反， あへん法違反，大麻取締法違反並びに覚せ

い剤取締法違反の各事件のうち， これらの薬物を使用した事件

チ売春防止法違反（勧誘）事件

ツ売春防止法違反（客待ち）事件

テ出入国管理及び難民認定法違反（不法在留（不法入国後） ）事件

卜 出入国管理及び難民認定法違反（不法在留（不法上陸後） ）事件

ナ支払用カード電磁的記録不正作出事件

二不正作出支払用カード電磁的記録供用・詐欺事件

ヌ不正電磁的記録カード譲渡し事件

ネ不正電磁的記録カード所持事件

ノ支払用カード電磁的記録情報取得事件

(2) (1)以外の事件については，翻訳1件当たり3, OOO円

インドネシア語， ドイツ語， フランス語，ネパール語， イタリア語及びカンボ

ジア語の事件

(1)次に掲げる各事件（外国語による翻訳文例が用意されている事件）について

は，翻訳1件当たり2, OOO円

ア出入国管理及び難民認定法違反（不法残留）事件

3



イ出入国管理及び難民認定法違反（不法在留（不法入国後） ）事件

ウ出入国管理及び難民認定法違反（不法在留（不法上陸後） ）事件

工支払用カー隙電磁的記録不正作出事件

オ不正作出支払用カーF電磁的記録供用・詐欺事件

力不正電磁的記録カード譲渡し事件

キ不正電磁的記録カード所持事件

ク支払用カード電磁的記録情報取得事件

（2） (1)以外の事件については，翻訳1件当たり3, OOO円

4 1からsまでに掲げた言語以外の言語の事件については，翻訳1件当たり4，

OOO円


